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令和８年６月１９日 

地域連携・交通部 



（所管事項） 

１ 「令和８年版県政レポート（案）」について（変更分） 

 

 令和８年版県政レポート（案）について、冊子配付後にＫＰＩ（重要業績評価指標）

の実績値が確定したことから、記載内容を一部変更いたします。 

※当資料では、「令和８年版県政レポート（案）」のページ番号を記載しています。 

 

◎施策９－３ 南部地域の活性化（212 ページ） 

○総合評価 

 

＜変更後＞ 

めざす姿の実現に向けた総合評価 
 

 

 

＜変更前＞ 

めざす姿の実現に向けた総合評価 
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○ＫＰＩ（重要業績評価指標）の状況 

「南部地域における若者の定住率」 

 

＜変更後＞ 

２．KPI（重要業績評価指標）の状況 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成
状況 

目標値 
実績値 

① 

－ 55.9％ 55.9％ 55.9％ 55.9％ 

92.3％ 

55.9％ 

ｂ 
55.9％ 54.8％ 52.9％ 51.2％ 

51.6％ 

（ 暫 定 値

※） 

－ 

 

 

＜変更前＞ 

２．KPI（重要業績評価指標）の状況 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成
状況 

目標値 
実績値 

① 

－ 55.9％ 55.9％ 55.9％ 55.9％ 
未確定 

55.9％ 
未確定 

55.9％ 54.8％ 52.9％ 51.2％ 未確定 － 
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◎施策９－４ 東紀州地域の活性化（214 ページ） 

○総合評価 

 

＜変更後＞ 

めざす姿の実現に向けた総合評価 
総合評価 評価の理由 

 

 

＜変更前＞ 

めざす姿の実現に向けた総合評価 
総合評価 評価の理由 
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○ＫＰＩ（重要業績評価指標）の状況 

「東紀州地域における観光消費額の伸び率」 

 

＜変更後＞ 

２．KPI（重要業績評価指標）の状況 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成
状況 

目標値 
実績値 

① 

－ 113 120 127 137 
91.2％ 

147 以上 
ｂ 100 

（２年）
98 116 132 125 － 

 

 

＜変更前＞ 

２．KPI（重要業績評価指標）の状況 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成
状況 

目標値 
実績値 

① 

－ 113 120 127 137 
未確定 

147 以上 
未確定 100 

（２年）
98 116 132 未確定 － 
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施策９－３ 南部地域の活性化 
（主担当部局：地域連携・交通部南部地域振興局） 

めざす姿の実現に向けた総合評価 
 

１．基本事業の取組状況 

 

 

 

 

 

施策の目標 
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２．KPI（重要業績評価指標）の状況 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成
状況 

目標値 
実績値 

① 

－ 55.9％ 55.9％ 55.9％ 55.9％ 

92.3％ 

55.9％ 

ｂ 
55.9％ 54.8％ 52.9％ 51.2％ 

51.6％ 

（暫定値

※) 

－ 

 
② 

－ 13 件 39 件 65 件 104 件 
120.8％ 

150 件 
ａ 

－ 18 件 47 件 80 件 109 件 － 

 

 

３．今後の課題と対応 
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施策９－４ 東紀州地域の活性化 
（主担当部局：地域連携・交通部南部地域振興局） 

 

めざす姿の実現に向けた総合評価 
総合評価 評価の理由 

施策の目標 

１．基本事業の取組状況 
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２．KPI（重要業績評価指標）の状況 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標達成
状況 

目標値 
実績値 

① 

－ 113 120 127 137 
91.2％ 

147 以上 
ｂ 100 

（２年） 
98 116 132 125 － 

① 

－ 40 件 60 件 80 件 100 件 
178.6％ 

120 件 
ａ 

20 件 45 件 65 件 86 件 111 件 － 

② 

－ 270 千人 320 千人 390 千人 410 千人 
83.2％ 

440 千人 
ｃ 

246 千人 291 千人 305 千人 351 千人 341 千人 － 

 ② 

－ 300 人 500 人 900 人 1,400 人 
68.8％ 

2,000 人 
ｄ 

100 人 287 人 545 人  855 人 1,230 人 － 

３．今後の課題と対応 
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（所管事項） 
 

２ 「木曽岬干拓地（伊勢湾岸自動車道以南） 

  都市的土地利用計画（仮称）」の策定について 
 
１ 木曽岬干拓地の現状（別紙） 

木曽岬干拓地は、三重県と愛知県の県境部に位置し、平成12年度に両県が国から

購入し、社会情勢の変化等をふまえ、都市的土地利用を図る方針で土地利用を進め

てきました。 

 

（１）伊勢湾岸自動車道以北 

平成27年３月に策定した「都市的土地利用計画 北側」に基づき企業誘致活動

を進め、令和６年11月に分譲が完了しています。 

 

（２）伊勢湾岸自動車道以南 

「新エネルギーランド」では、平成26年度から20年間の計画で、メガソーラー

事業（公共利用）を実施しています。 

「建設発生土ストックヤード（第２期）」では、令和６年８月から公共工事等か

ら発生する土砂による盛土（公共利用）を実施しています。 

「農業体験広場」では、公共利用に移行するまでの暫定利用に向けて検討を進

めています。 

 

２ 策定の目的 

総合計画「みえ元気プラン」に基づき、令和８年度に伊勢湾岸自動車道以南の都

市的土地利用計画を策定することとしています。社会のニーズが多様化するなかで、

有効活用を図るため、公共利用から都市的土地利用への移行に向けての整備方針や

ロードマップ等を定めることとします。 

 

３ これまでの検討状況 

令和４年度以降、都市的土地利用計画の策定に向けて調査等を行うとともに、そ

の結果を、県と地元市町で構成する「木曽岬干拓地土地利用検討協議会」に報告し、

検討を進めてきました。 

 

（１）令和４年度 

   都市的土地利用の可能性調査と有識者へのヒアリングを行い、立地特性を考慮

した結果、10 分野での立地の可能性を確認しました。 

 

 （２）令和５年度 

10 分野について、あらためて企業や有識者にヒアリングを実施し、企業進出の

見込みの高い分野は「商業」を除く９分野であることを確認しました。 

 

【企業進出の見込みの高い９分野】 

①物流・ロジスティクス  ②製造  ③再生可能エネルギー   ④グリーン水素 

⑤スマート農業  ⑥陸上養殖  ⑦バイオジェット燃料  ⑧次世代モビリティ 

⑨観光・リゾート・レクリエーション 
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農業体験広場については、有識者や木曽岬干拓地の利用に興味がある事業者等

を対象にヒアリングを実施しました。 

 

 （３）令和６年度 

   都市的土地利用の方向性として、「将来的な土地需要や企業立地の可能性が見

込むことができる分野は９分野とすること」と「農業体験広場は暫定利用に向け

た取組を進めること」についてとりまとめました。 

   

 （４）令和７年度 

   都市的土地利用への移行に向けて、企業立地の動向について企業や有識者へヒ

アリングを行うとともに、移行までにとるべきアクションについて検討を進めま

した。 

農業体験広場の暫定利用については、事業者の募集に向けた検討を行いました。 

 

４ 今後のスケジュール 

  令和８年 ７月  木曽岬干拓地土地利用検討協議会で計画概要を協議 

      １０月  有識者ヒアリング 

      １２月  常任委員会で中間案を説明 

木曽岬干拓地土地利用検討協議会で中間案を協議 

令和９年 １月  パブリックコメント募集 

       ３月  常任委員会で最終案を説明 

木曽岬干拓地土地利用検討協議会で最終案を協議 

           計画の公表 

12



伊勢湾岸自動車道

一
級
河
川
木
曽
川

国道２３号

愛知県三重県県境

木曽岬干拓地 土地利用計画図（三重県）

保全区

自然体験広場

県道
木曽岬弥富停車場線

-

-

）

新緑風橋

別紙
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（所管事項） 

 ３ 「みえリニア戦略プラン（仮称）」の策定について 
 

１ 検討状況 

「みえリニア戦略プラン（仮称）」（以下、「プラン」という）は、令和６年３月に

策定した「三重県リニア基本戦略」が示す「めざす三重の姿」を実現し、リニア開

業効果を県内全域に波及させるための具体的な行動計画となるものです。 

令和６年度から策定に向けた検討を開始し、令和７年３月には、品川－名古屋間

の先行開業を見据えた取組を取りまとめた中間報告を公表しました。 

令和７年度は、中間報告の取組を充実させるとともに、品川－大阪間の全線開業

を見据えた取組について検討し、パブリックコメントをふまえ、県内全市町、交通

事業者、有識者等で構成する「みえリニア戦略プラン（仮称）検討委員会」におい

て、最終報告（案）（別冊１）を取りまとめたところです。 

 

２ 最終報告（案）の構成及びポイント 

＜構成＞ 

（１）「みえリニア戦略プラン（仮称）」策定の趣旨    

（２）リニアがもたらすインパクト 

（３）リニアとともにめざす三重の姿  

    ３つの姿 

① 三重の豊かさを生かした新たなライフスタイルが創出されている 

② 県内交通ネットワークの形成による観光・ビジネス交流が活発化して

いる 

③ 人々の「癒やしの空間」として存在感を示している 

（４）めざす三重の姿に向けての３つの戦略 

    戦略１ リニア時代の新たなライフスタイルの創出 

    戦略２ 新たな玄関口からはじまる観光交流の拡大 

    戦略３ 新たな玄関口から生まれるビジネス交流の拡大 

（５）戦略を支える基盤づくり             

（６）リニアとともに歩む「みえのリ・デザイン」リーディングプロジェクト 

（フェーズⅠ：名古屋先行開業を見据えた取組） 

（フェーズⅡ：リニア三重県駅開業、全線開業を見据えた取組） 

（７）ロードマップ 
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＜ポイント＞ 

品川－名古屋間の先行開業を見据えた取組として、県内３ブロックそれぞれの

地域の強みや特色を生かして重点的に展開するリーディングプロジェクト（フェ

ーズⅠ）をとりまとめました。 

 

リーディングプロジェクト（フェーズⅠ：先行開業） 

北ブロック 

都市と自然のハイブリッド環境を 

生かした産業振興と移住・定住の 

促進プロジェクト 

 

中央ブロック 

お伊勢参りからはじまる自然、 

歴史、食のみえを隅々まで満喫する 

プロジェクト 

 

南ブロック  

固有の歴史・自然を生かした観光 

起点による産業振興と移住・定住 

への展開プロジェクト 

 

全域  
リニア名古屋駅を核とした次世代の

交通ネットワーク形成プロジェクト 

 

 

また、品川－大阪間の全線開業を見据えた取組として、リニア三重県駅を核と

したまちづくりに向けた取組やリーディングプロジェクト（フェーズⅡ）をとり

まとめました。 

 

リーディングプロジェクト（フェーズⅡ：全線開業） 

リニア三重県駅を核とした広域観光モデル創出プロジェクト 

⇒ 東京－大阪間のゴールデンルートからの立ち寄り、紀伊半島を巡る広域 

観光の促進 

リニア三重県駅を核とした県内周遊を促す多モードネットワーク強化 

プロジェクト 

⇒ 既存の交通と次世代モビリティを組み合わせた県内周遊交通ネット 

ワークの強化 

リニア三重県駅を核とした広域まちづくりプロジェクト 

⇒ 魅力あるリニア三重県駅のデザインや機能、広域まちづくりに向けての 

取組や検討 

 

  

北ブロック 

中央ブロック 

南ブロック 
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３ パブリックコメントの結果（別紙） 

・ 意見募集期間：令和７年 12 月 16 日（火）～令和８年１月 19 日（月） 

・ 意見総数：19 人から 31 意見 

・ 項目別意見数 

項目 意見数 

１ 「みえリニア戦略プラン（仮称）」策定の趣旨 － 

２ リニアがもたらすインパクト ３ 

３ リニアとともにめざす三重の姿 － 

４ めざす三重の姿に向けて

の３つの戦略 

戦略の位置づけ － 

戦略１ リニア時代の新たなライフ

スタイルの創出 

２ 

戦略２ 新たな玄関口からはじまる

観光交流の拡大 

１ 

 

戦略３ 新たな玄関口から生まれる

ビジネス交流の拡大 

－ 

５ 戦略を支える基盤づくり ３ 

６ リニアとともに歩む「み

えのリ・デザイン」リーディン

グプロジェクト 

フェーズⅠ ３ 

フェーズⅡ ４ 

７ ロードマップ － 

資料編 ２ 

全般に対する意見（複数ページにわたる意見を含む） 13 

計 31 

・ 対応状況 

対応区分 意見数 

① 意見や提案内容を反映させていただくもの １ 

② 意見や提案内容が既に反映されているもの ５ 

③ 今後の取組に意見や提案内容を参考にさせていただくもの 19 

④ 反映または参考にすることが難しい ６ 

計 31 

 

４ 第３回「みえリニア戦略プラン（仮称）検討委員会」の結果 

  令和８年２月４日（水）に開催した「みえリニア戦略プラン（仮称）検討委員

会」での最終報告（案）に対する主な意見は、以下のとおりです。 

 

・ リニア開業後には、駅周辺に本社機能の移転や省庁の誘致など、三重県の将

来に大きな展望が開ける可能性もある。ぜひ、将来を見据えて、県民の賛同

を得ながら着実にプランの取組を進めていただきたい。 
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・ リニアが開通すれば、三重県に住みながら東京の大学に通うことも可能とな

り、若者のライフスタイルや選択肢が大きく広がる。三重県の最大の課題は

人口流出であり、リニアを活用して、県外に進学する若者が三重県に住み続

けられる仕組みを作ることが重要。 

・ リニア開業は、これまで中部空港の便数や規模の制約で課題があった三重県

にとって、羽田空港や成田空港から直接アクセスでき、大きなチャンス。こ

れをインバウンド誘致に生かしていくことが重要。 

・ リニア駅ができても、観光地や目的地へのアクセス手段が十分でなければ、

効果が限定的。リニア駅からのアクセスをどう確保し、三重県全体に波及効

果をもたらすかは、県民全体で考えていくべき重要なテーマ。 

・ 大阪までの全線開業時期や三重県駅の位置が見通せないことから、ロードマ

ップは柔軟に設定できるようにし、それぞれが確定した段階ですぐに見直

し、実効性の高い戦略にすることが望まれる。 

 

５ 今後の検討 

令和８年度は、検討委員会で取りまとめた最終報告（案）をベースに、県庁内

部において、県の様々な取組を加味し、内容のブラッシュアップを図り、年度内

の策定・公表をめざします。 
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別紙

19
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（所管事項） 

４ 「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の 

令和７年度の実施状況報告等について 
 

 

１ 「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」について 

平成 20 年５月に制定された「三重県地域づくり推進条例」（以下「条例」という。）

第４条において、「県は、地域づくりが円滑かつ効果的に行われるよう必要な仕組み

を構築し、機能させるものとする。」と県の役割が規定されています。 

このため、県では、条例に規定された県の役割を実現するため、平成 21 年２月に

「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」（以下「協議会」という。）を市町との

共管組織として設置し、連携・協働して地域づくりに向けた取組を進めています。

（別紙１：県と市町の地域づくり連携・協働協議会の仕組み） 

 

２ 令和７年度の実施状況報告 

協議会の令和７年度における取組概要については、別紙２のとおりです。 

なお、９月には、条例第５条の規定に基づき「地域づくり実施状況報告書」とし

て取りまとめて県議会に報告するとともに、県ホームページで公表します。 

 

３ 令和８年度の取組 

（１）全県会議 

全県的な課題をテーマとする「検討会議」として以下の会議を設置し、課題の解

決に向けた検討を進めます。 
 

 〇持続可能な地域コミュニティの維持に向けた、行政のあり方検討会議【新規】 
地域コミュニティの維持に向け、地域ごとの現状や課題を把握・認識し、取組事

例等の共有や意見交換をとおして、今後の行政のあり方を検討します。 

 

（２）地域会議 

知事と市町長との対話により、県と市町のパートナーシップを深化させるととも

に、地域の諸課題に対する共通認識の醸成を図るため、「円卓対話」を開催します。 

また、各地域防災総合事務所および地域活性化局が関係市町と開催する「検討会

議」において、災害時の広域連携や多文化共生の推進、ⅮＸの推進、地域資源を生

かした地域づくりなど、各地域における課題解決に向けた取組について協議等を行

います。（別紙３：地域会議 検討会議テーマ一覧） 
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県と市町の地域づくり連携・協働協議会の仕組み 

 

全県会議                      地域会議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総会 

○全県的な課題について意見交換 

○連携・協働、役割分担のあり方の

対応策の承認 

○検討会議等での検討指示 

構成：市町長 

   市長会会長、町村会会長 

   知事、副知事 

   危機管理統括監 

各部局長等 

地域防災総合事務所長・ 

地域活性化局長 

調整会議 

○地域づくりに関する各種協議 

○検討会議の設置決定、協議内容に

係る意見調整 

構成：市町企画担当課長 

県各部局主管課長 

地域防災総合事務所・地域活

性化局担当室長 

検討会議 

○全県的な課題に関する取組 

構成：市町関係課 

県関係課等 

報告 指示 

報告 

指示 

 
課題の 
共有 

円卓対話 

○市町固有の具体的課題を議論 
○課題等の共通認識の醸成と解決を

導くための協議 
構成：市町長、知事 

円卓グループ対話 

○地域共通の課題を議論 
○地域課題の共通認識の醸成と地域

における連携・協働に向けた協議 
構成：関係市町長、知事、地域防災総

合事務所長・地域活性化局長 

調整会議 

○地域防災総合事務所・地域活性化局

単位等での地域づくりに関する各

種協議 
○検討会議の設置決定、協議内容に係

る意見調整 
構成：市町関係部課長 

地域防災総合事務所長・地域

活性化局長 

地域防災総合事務所・地域活

性化局担当室長 

検討会議 

○桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊

賀の６地域防災総合事務所、南勢志

摩、紀北、紀南の３地域活性化局に

おける地域課題への取組 

構成：関係市町関係課、関係地域防災

総合事務所・地域活性化局担当

室、関係県地域機関等 

報告 

指示 

事務局 ： 県・市長会・町村会 

別紙１ 
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令和７年度「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の取組概要 
 
 

１ 全県会議 【開催回数 計８回】 

全県会議は、全県的な課題を協議･検討するために設置しています。 

 

名 称 役割と構成 主な会議テーマ等 

総会 

【開催回数 

１回】 

 

◆全県的な課題について意見交換 

◆連携・協働、役割分担のあり方の

対応策の承認 

◆検討会議等での検討指示 

【構成】 

市町長、市長会会長、町村会会長、 

知事、副知事、危機管理統括監、 

各部局長等、地域防災総合事務所

長・地域活性化局長 

 

◆県からの報告事項 

①令和８年度当初予算について 

②スフィア基準に基づく避難所環境改善に 

向けた取組について 

調整会議 

【開催回数 

２回】 

 

◆地域づくりに関する各種協議    

◆検討会議の設置決定、協議内容に

係る意見調整 

【構成】 

市町企画担当課長、県各部局主管 

課長、地域防災総合事務所・地域 

活性化局担当室長 

 

◆活動報告 

◆全県会議・検討会議の取組について 

◆検討会議の設置 

◆県からの報告事項 

検討会議 

【開催回数 

５回】 

 

◆全県的な課題に関する取組      

【構成】 

市町関係課、県関係課等 

 

◆人口が減っても住み続けられる地域コミュ 

ニティのしくみ検討会議（３回） 

◆地域共生社会の実現をめざした地域づくり

検討会議（２回） 

 

別紙２ 
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２ 地域会議 【開催回数 計84回】 

   地域会議は、地域防災総合事務所・地域活性化局を単位として市町の地域づくりに関す

る課題等を協議・検討するために設置しています。 

 

名 称 役割と構成 

円卓対話 

【開催回数 ４回】 

◆県と市町のパートナーシップの深化 

◆地域の諸課題に対する共通認識の醸成と解決を導くための協議 

【構成】市町長、知事 

円卓グループ対話 

【開催回数 １回】 

◆県と市町のパートナーシップの深化 

◆地域の諸課題に対する共通認識の醸成と解決を導くための協議 

【構成】関係市町長、知事、地域防災総合事務所長・地域活性化局長 

調整会議 

【開催回数 18回】 

◆地域防災総合事務所・地域活性化局単位等での地域づくりに関する各種 

協議 

◆検討会議の設置決定、協議内容に係る意見調整 

【構成】市町関係部課長、地域防災総合事務所長・地域活性化局長、 

地域防災総合事務所・地域活性化局担当室長 

検討会議 

【開催回数 61回】 

◆桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、伊賀の６地域防災総合事務所、南勢志摩、

紀北、紀南の３地域活性化局における地域課題への取組 

【構成】関係市町関係課、関係地域防災総合事務所・地域活性化局担当室、 

関係県地域機関等 

 

＜円卓対話＞【開催回数 計４回】 

 

開催日 市町名 対談項目 

 ４月17日 大紀町 ① 南海トラフ地震対策について（高台移転事業構想） 

 12月23日 紀宝町 

① 南海トラフ地震をはじめとした防災・減災対策について 
② 地域を守る公立病院及び介護事業所の支援について 
③ 人口減少対策について 

 １月28日 紀北町 ① 観光誘客について 

３月24日 鳥羽市 

① 国道42号鳥羽駅前における無電柱化の推進について 

② 三重県立鳥羽高校の存続について 

③ 答志島における海岸漂着物対策の推進について 
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＜円卓グループ対話＞【開催回数 計１回】 

 

開催日 市町名 対談項目 

 ６月27日 
志摩市 

南伊勢町 

① 第４４回全国豊かな海づくり大会の成功に向けて 

② 大会後の水産業の未来について 

 

 

＜調整会議＞【開催回数 計18回】 

各地域防災総合事務所・地域活性化局において、検討会議の設置等について協議・調整

を行うとともに、県・市町間で地域づくりに関する地域課題等についての情報共有を行い

ました。 

 

＜検討会議＞【開催回数 18テーマ 合計61回開催】 

地域会議の各検討会議の主な取組状況は、以下のとおりです。 
 

地域機関名 検討会議テーマ：開催回数 

桑 名 
◆災害時の広域連携について：１回 

◆デジタル技術等を活用した効率的な業務改善について：２回 

四日市 
◆災害時の広域連携について：２回 

◆多文化共生の推進について：４回 

鈴 鹿 
◆鈴鹿亀山地域における広報・シティプロモーションについて：４回 

◆鈴鹿亀山地域の防災・減災対策について：３回 

津 
◆津市大門・丸之内地区におけるまちづくりについて：７回 

◆名松線の利用促進と美杉地域の魅力発信について：２回 

松 阪 
◆松阪地域全体で取り組むべき防災対策とその連携について：４回 

◆管内市町のプロジェクトとその連携について：３回 

伊 賀 

◆適切な災害対応のための市の取組の強化および市と県の連携強化につい

て：３回 

◆地域の「稼ぐ力」を学ぶ ～関係人口を活用した地域創生の可能性：４回 

南勢志摩 
◆大規模災害時における県と市町の連携強化について：６回 

◆ＤＸの推進について：２回 

紀 北 
◆県と市町の若手職員の交流による地域資源を生かした地域づくりの取組検

討について：５回 

◆県と市町の連携強化による被災者支援体制の充実について：４回 

紀 南 
◆20年先を見据えた紀南地域の地方自治体のあり方と連携について：２回 

◆地域の魅力ある働く場の情報発信について：３回 
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令和８年度「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」 

地域会議 検討会議テーマ一覧 

        令和８年５月末現在 

地域機関 テーマ 

桑 名 
① 災害時の広域連携について【継続】 

② 多文化共生の推進について【新規】 

四日市 
① 災害時の広域連携について【継続】 

② 多文化共生の推進について【継続】 

鈴 鹿 
① 鈴鹿亀山地域における広報・シティプロモーションについて【継続】 

② 鈴鹿亀山地域における防災・減災対策について【継続】 

津 
① 津市大門・丸之内地区におけるまちづくりについて【継続】 

② 名松線の利用促進と美杉地域の魅力発信について【継続】 

松 阪 
① 松阪地域全体で取り組むべき防災対策とその連携について【継続】 

② 管内市町のプロジェクトとその連携について【継続】 

伊 賀 
① 適切な災害対応のための市の取組の強化および市と県の連携強化につい

て【継続】 

② 生成ＡＩ活用による業務の効率化について【新規】 

南勢志摩 
① 大規模災害時における県と市町の連携強化について【継続】 

② ＤＸの推進について【継続】 

紀 北 
① 県と市町の若手職員の交流による地域資源を生かした地域づくりの取組

検討について【継続】 

② 県と市町の連携強化による被災者支援体制の充実について【継続】 

紀 南 
① 避難所運営（女性の視点からみた活動）について【新規】 

② 地域資源を活かした地域づくりについて【新規】 

計 １８テーマ 

 

別紙３ 
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（所管事項） 

５ 次期「三重県過疎地域持続的発展計画」（最終案）について 
 

１ 要旨 

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」（令和３年４月１日施行。以

下「法」という。）に基づき、「三重県過疎地域持続的発展方針（令和８年度～令和

12 年度）」（以下「過疎方針」という。）を令和７年度に策定しました。 

これにより、過疎方針に基づく次期「三重県過疎地域持続的発展計画」（以下「県

計画」という。）の策定に向け、パブリックコメントを実施し、目標値の設定方法等

について検討を重ねるとともに、関係部局や市町との調整等を進めてきました。 

このたび、これらの検討や調整をふまえ、次期県計画（最終案）を取りまとめま

した。 

 

２ 法の目的および県計画等の位置づけ 

（１）法の目的 

   過疎地域の持続的発展（地域における持続可能な地域社会の形成および地域資

源等を活用した地域活力のさらなる向上）を支援し、人材の確保および育成、雇

用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正等に寄与することとしています。 

 

（２）県計画および過疎地域持続的発展市町計画 

県計画では、過疎市町（特定市町村含む）に協力して県が講じようとする措置

（具体的な事業、目標等）を定めます。 

なお、過疎市町は過疎方針に基づき、県への協議および当該市町の議会の議決

を経て、「過疎地域持続的発展市町計画」（以下「市町計画」という。）を策定して

おり、事業の実施にあたっては、過疎対策事業債の活用など財政優遇措置が講じ

られます。 

 

【参考】過疎方針等の策定の流れ（法第７条～第９条） 

 

 

 

 

 

 

【参考】過疎方針および県計画で定める事項（法第７条および第９条） 

〇過疎方針：過疎地域の持続的発展に関する基本的な事項、実施すべき施策 

〇県 計 画：過疎市町に協力して講じようとする措置の計画として、過疎地域 

の持続的発展の基本的方針、目標、実施すべき施策等 

 

 

 

協力 

 

提出 

市町 県 

 
過疎方針(法第７条) 

県計画（法第９条） 

市町計画（法第８条） 
協議 

同意 

協議 

提出 

国 

※過疎方針に 

基づき策定済み 
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３ 県計画（案）の概要（別紙１） 

（１）期間 

令和８年度から令和 12 年度までの５年間 

※法の期限は令和 13 年３月 31 日まで 

 
（２）対象地域（別紙２） 

国が定める「人口要件」および「財政力要件」の基準により、県内では 10 市町

（14 地域）が過疎地域に、１市（１地域）が特定市町村に指定されています。 
 
【過疎地域】10市町（14 地域） 

（全部過疎市町）尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、大紀町、南伊勢町、紀北町 

（一部過疎市町）松阪市（旧飯南町、旧飯高町） 

伊賀市（旧島ヶ原村、旧阿山町、旧大山田村、旧青山町） 

【特定市町村】１市（１地域） 

津市（旧美杉村） ※経過措置（令和８年度まで）として支援等が継続される地域 

 
（３）過疎地域の持続的発展に関する目標 

  【指標】令和 12 年における過疎地域の人口 

       ※目標値は、「三重県人口ビジョン」における「三重県の将来展望」をもとに設

定します。 
   

（４）各施策に関する事項 

  県計画は、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎市町に協力して県が講じよう

とする措置の内容を定めるものであることから、過疎方針で定める次の施策に沿っ

て、各部局が実施する事業内容について記載しています。 
 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 
 農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興および観光の開発 
 デジタル社会の推進 
 交通施設の整備および住民の日常的な移動のための交通手段の確保 
 生活環境の整備 
 子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上および増進 
 医療の確保 
 教育の振興 
 集落の整備   等 

 
４ パブリックコメントの結果 

（１）意見募集期間 

令和７年 11 月 12 日から 12 月 11 日まで 

 

（２）意見数 

  県計画に対する意見はありませんでした。 
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５ 中間案からの主な追加等 

 過疎地域の持続的発展に関する目標値を設定 

 コラムとして、県内外の過疎地域における取組事例を追加 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年 ６月  常任委員会で県計画最終案の説明 
６月末 県計画の策定 
    公表・国への提出 
 

※令和７年国勢調査結果による過疎地域の追加指定等について、国から通 
知を受けた後、過疎方針および県計画を改訂します。 
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次期「三重県過疎地域持続的発展計画」（最終案）の概要

●「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき策定
【法の目的】

過疎地域の持続的発展を支援し、人材の確保および育成、雇用機会
の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正等に寄与する

令和８年度から12年度までの５年間 ※法期限は令和13年３月まで

Ⅰ-Ⅱ 計画期間等Ⅰ-Ⅰ 策定の趣旨

 移住希望者のニーズや特性に応じたプロモーション
 AIを活用した移住相談システム導入等による幅広い層への相談対応
 ワーケーションのモデルプラン発信や二地域居住の取組の推進
 地域おこし協力隊の定住・定着に向けた隊員や市町へのサポート
 特定地域づくり事業協同組合制度の活用に係る助言や支援
 ジェンダーギャップ解消に向けた企業への意識啓発や専門家の派遣

Ⅱ 事業概要

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

 医師・看護職員の確保・育成に
向けた修学資金の貸与、研修等

 へき地診療所等の施設や設備の
整備による医療提供体制の支援

 重症患者の救急医療体制の確保

 ICTを活用した個別最適な学びと
協働的な学びの充実、多様な学
習機会の提供

 地域の実情に応じた学校施設・
設備の整備に向けた支援

 学校と地域が連携した郷土教育

 集落支援員を中心とした集落の維持・活性化に向けた市町取組の支援
 市町と県の連携・協働による地域づくりの推進
 南部地域の複数市町が連携した若者の定着・人口還流等の取組への支援

 県産農林水産物のブランド力向上に向けた事業者への支援
 森林の多面的機能の発揮や林業生産活動への支援
 海洋環境の変化に対応した魚類養殖の実証や成⾧産業化に向けた取組
 伝統産業・地場産業の商品開発や販路開拓の支援
 インバウンド含む旅行者の受入環境充実への支援や観光プロモーショ
ンの推進

 熊野古道に関する観光インフラ整備の支援やプロモーションの推進

３農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興および観光の開発

 自動運転の実証運行等に向けた市町への支援
 へき地におけるオンライン診療の導入を進める市町等への支援

４ デジタル社会の推進

10～13 集落の整備、その他事項 高規格道路・直轄国道、県管理道路・市町道の整備促進
 交通空白地におけるデマンド交通や公共ライドシェア等の導入に向
けた市町への伴走支援

 交通事業者の運転士確保やバス路線維持・確保に向けた支援

５ 交通施設の整備および住民の日常的な移動のための交通手段の確保

 移住・定住や地域活性化に向けた空き家利活用を行う市町への支援
 一般廃棄物の持続可能な適正処理の確保に向けた市町への支援
 緊急輸送道路等の道路防災対策の推進
 南海トラフ地震に備えた津波避難施設の整備や、避難所の環境改善、
孤立地域対策に取り組む市町への支援

 地域の防災人材の育成、災害時の要支援者への対応

６ 生活環境の整備

 市町の待機児童解消の取組支援・保育人材の確保や保育環境の整備
 結婚、妊娠・出産、子育て等のライフステージに応じた支援
 福祉・介護人材確保に向けた事業所・施設等とのマッチング支援
 市町の障がい者等への相談事業等への支援

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上および増進

８ 医療の確保 ９ 教育の振興

【県】過疎方針

【県】過疎計画

【市町】過疎計画

…基本的事項、実施すべき施策（令和７年度策定済）

…過疎地域の市町に協力して講じる措置（具体的事業等）

…過疎方針に基づき策定
過疎対策事業債の活用などの財政優遇措置

※下線は追加または更新した内容

【指 標】令和12年における過疎地域の人口
【目標値】※「三重県人口ビジョン」における「三重県の将来展望」を

もとに設定
【評 価】県総合計画等の指標の評価・検証を参考とするとともに、過

疎地域の人口統計および過疎対策事業実績調査等により計画
の達成状況を評価

Ⅰ-Ⅲ 目標
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【三重県内の過疎地域・特定市町村】（令和８年４月１日） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

桑
名
市 

 

い
な
べ
市 

 

木曽岬町 

菰野町 

東員町 

四日市市 川越町 

鈴鹿市 

伊賀市 

名張市 

 

朝日町 

松阪市 

多気町 

明
和
町 

玉城町 伊勢市 

鳥羽市 

志摩市 

度会町 

南伊勢町 
大
紀
町 

尾鷲市 

熊野市 

御浜町 

紀宝町 

過疎地域 10 市町（14地域） 
（全部過疎市町） 
尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、大紀町、 
南伊勢町、紀北町 

（一部過疎市町） 
松阪市（旧飯南町、旧飯高町） 
伊賀市（旧島ヶ原村、旧阿山町、旧大山田村、旧青山町） 

 

亀山市 

紀北町 

津 市 

大台町 

旧飯南町地域 

旧飯高町地域 

旧美杉村地域 

旧阿山町地域 

旧島ヶ原村地域 

特定市町村 １市（１地域） 
津市（旧美杉村） 
※経過措置（令和８年度まで）として支援等が継続
される地域 

旧大山田村地域 

旧青山町地域 

別紙２ 
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（所管事項） 

６ 「第４次三重県スポーツ推進計画（仮称）」の策定について 

 

１ 三重県スポーツ推進計画について 

（１）三重県スポーツ推進計画について 

三重県スポーツ推進計画（以下「計画」といいます。）は、スポーツ基本法第10条

第１項における「地方スポーツ推進計画」及び三重県スポーツ推進条例（平成27年

施行）第16条に規定する「スポーツの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため」の計画として位置づけています。 

 

（２）第３次計画について 

第３次計画では、第２次計画に基づく本県のスポーツ推進の成果や課題をふまえる

とともに、国の「第３期スポーツ基本計画」の考え方等をふまえ、『スポーツを通じ

て「人」「地域」を結ぶみえ ～スポーツを「楽しむ」 三重の環～』を計画のめざす

姿として、取組を進めているところです。 

 

２ 策定にあたっての考え方 

第４次計画の策定にあたっては、スポーツ基本法の改正や「第４期スポーツ基本計画」

の検討状況等をふまえつつ、これまでの本県におけるスポーツ推進の成果や課題をふ

まえ、計画のめざす姿を明らかにしたうえで、策定を進めていきます。 

 

（１）スポーツ基本法の改正等 

① スポーツ基本法の改正 

国においては、急激な少子化・人口減少、デジタル化の進展、スポーツを通じた社

会課題の解決への期待の高まりなどの社会情勢の変化を受けて、改正スポーツ基本

法を令和７年９月に施行しました。 

改正スポーツ基本法では、「スポーツによる地域振興の推進」、「スポーツによる健

康で活力に満ちた社会の実現」、「スポーツによる共生社会の実現」、また、「国民一人

一人と社会のウェルビーイングの向上」などの考え方が盛り込まれました。 

 

② 第４期スポーツ基本計画の策定 

スポーツ基本法の改正をふまえ、検討が進められている「第４期スポーツ基本計画」

では、スポーツを通じた社会課題の解決に向けて「国民のスポーツ実施促進」、「ハイ

パフォーマンスの追求とアスリート等を取り巻く環境整備を通じた社会への還元」

等の取組が議論されているところです。 
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（２）第３次計画の成果と課題等について 

５月27日に開催した第１回三重県スポーツ推進審議会における、第３次計画の成

果と課題及び今後の取組方向に関する意見は次のとおりです。 

・ 今年度策定される国の第４期スポーツ基本計画で検討されているスポーツを通じ

た社会課題の解決や、地域への還元、生涯を通じたウェルビーイングの実現などの

考え方を反映するべき。 

・ 県民が日常の中で体を動かすことを楽しむための気軽にできるスポーツや、子ど

もと高齢者がともに楽しむスポーツも重要であり、健康増進にも資することを計

画に盛り込みたい。 

・ 子どもの行うかけっこ等がスポーツの入り口と言えるが、気軽に運動ができる場

所の減少や利用できない遊具が増加している印象。スポーツをするための会場の

確保や環境の整備も大切である。 

 

３ 今後のスケジュール 

令和８年  ９月 第２回三重県スポーツ推進審議会 

１０月 総務地域連携交通常任委員会（素案） 

１２月 総務地域連携交通常任委員会（中間案） 

令和８年１２月～令和９年１月  パブリックコメントの実施 

令和９年  ３月 第３回三重県スポーツ推進審議会（最終案） 

３月 総務地域連携交通常任委員会（最終案） 
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（所管事項） 

７ 審議会等の審議状況について（報告） 

（令和８年２月17日～令和８年６月２日） 

 

 

１ 審議会等の名称 三重県スポーツ推進審議会 

２ 開催年月日 令和８年３月16日 

３ 委員 会長 杉田 正明 他16名 

４ 諮問事項 
第３次三重県スポーツ推進計画の進捗状況について 

第４次三重県スポーツ推進計画（仮称）について 

５ 調査審議結果 諮問事項について意見を得た。 

６ 備考  

 

 

１ 審議会等の名称 三重県スポーツ推進審議会 

２ 開催年月日 令和８年５月27日 

３ 委員 会長 杉田 正明 他11名 

４ 諮問事項 第４次三重県スポーツ推進計画（仮称）について 

５ 調査審議結果 諮問事項について意見を得た。 

６ 備考  
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